
住宅の応急修理実施要領 

（令和６年 11 月 22 日決定） 

 

この実施要領は、令和６年 11 月８日からの大雨により住家の被害を受けた者に対して、

住宅の応急修理の取扱について定めるものである。 

 

１ 対象者 

（１）以下の要件を満たす者（世帯） 

  ① 当該災害により大規模半壊、中規模半壊、半壊及び準半壊等の住家被害を受けたこ 

と。 

      災害により大規模半壊、中規模半壊又は半壊（半焼）若しくはこれに準ずる程度の 

住家被害を受けたこと。 

※ 全壊の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるので、住宅の応 

急修理の対象とはならないこと。ただし、全壊の場合でも、応急修理を実施する 

ことにより居住が可能である場合はこの限りでない。  

 

２ 住宅の応急修理の範囲及び基本的考え方  

（１）住宅の応急修理の範囲 

住宅の応急修理の対象範囲は、居室、台所、トイレ等日常生活に必要欠くことのでき

ない部分であって、緊急に応急修理等を行うことが適当な箇所について、実施すること

とする。 

 

３ 基準額等  

（１）住宅の応急修理のため支出できる費用は、原材料費、労務費及び修理事務費等一切の 

経費を含むものとし、１世帯あたりの限度額は以下のとおりとする。  

① 全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の被害を受けた世帯  

717,000 円以内 

 ② 半壊に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯 

           348,000 円以内 

 

（２）同一住家（１戸）に２以上の世帯が居住している場合に住宅の応急修理のため支出 

できる費用の額は、（１）の１世帯当たりの額以内とする。 

 

（３）借家の取扱い 

借家は、本来、その所有者が修理を行うものである※が、災害救助法の住宅の応急修 

理は、住宅の再建や住宅の損害補償を行うものではなく、生活の場を確保するものであ 

るから、借家であっても、所有者が修理を行えず、かつ、居住者の資力をもってしては 

修理できないために現に居住する場所がない場合は、所有者の同意を得て応急修理を 



行って差し支えない。 

 

４ 手続の流れ  

県又は市町村は、被災者に対する相談受付窓口を開設し、業者リストの提示と併せて応

急修理制度の概要を説明する。以後の手続きは図１のとおり。 

 

５ 証拠写真の提出 

 ① 「救助の必要性」、「内容の妥当性」を確認する必要があることから、修理前、修理中、 

修理後の写真を撮影し、提出すること。 

② 修理前又は修理中のいずれかの写真を撮り忘れた場合において、応急修理の申請を行 

う際には、どのような応急修理を施工するか（施工したか）を「申出書」に記載するとと

もに、修理業者としてこれを証明すること。なお、申出書については、被災者や自治体が

代筆することは認めない。 

 

 

※ 民法（明治二十九年法律第八十九号）（抄）  

（賃貸人による修繕等）  

第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責 

めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。  

２ 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができな 

い。  

（賃借人による修繕） 

第六百七条の二 賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕 

をすることができる。  

一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわら 

ず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。 

二 急迫の事情があるとき。 

 


